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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 し て い る 端 末 か ら の 要 求 に 基 づ い て 、 前 記 端 末 に Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ
を 送 信 す る 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、
　

【 請 求 項 ２ 】
前 記 手 段 は 、 前 記 所 定 の フ レ ー ム と 関 連 を 有 す る フ レ ー ム が 、 前 記 所 定 の
フ レ ー ム に 表 示 さ せ た 情 報 と 整 合 が と ら れ た 態 様 で 表 示 さ れ る よ う に 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ
を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 所 定 の フ レ ー ム と 関 連 を 有 す る フ レ ー ム は 、 前 記 所 定 の フ レ ー ム に 表 示 さ せ る 情 報 の
目 次 情 報 を 表 示 さ せ る フ レ ー ム で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】

前 記 端 末 か ら 要 求 さ れ た 複 数 の フ レ ー ム を 有 す る フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る フ レ ー ム ペ
ー ジ 生 成 手 段 を 有 し 、
　 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ 生 成 手 段 は 、 前 記 端 末 よ り 送 信 さ れ る 第 一 の Ｕ Ｒ Ｌ よ り 、 前 記 複 数
の フ レ ー ム の 中 の 所 定 の フ レ ー ム に 表 示 さ せ る 情 報 と 別 の フ レ ー ム の 態 様 と を 特 定 す る 引
数 情 報 を 取 り 出 し 、 取 り 出 さ れ た 引 数 情 報 を 含 む ロ ー ド ペ ー ジ を 生 成 し 、 生 成 さ れ た ロ ー
ド ペ ー ジ を 前 記 端 末 に 送 信 す る 第 一 の 手 段 と 、
　 前 記 ロ ー ド ペ ー ジ に 応 じ て 前 記 端 末 よ り 送 信 さ れ る 第 二 の Ｕ Ｒ Ｌ を 受 信 し 、 前 記 ロ ー ド
ペ ー ジ に 含 ま れ て い た 引 数 に 従 っ て 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る 第 二 の 手 段 と を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 。
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前 記 目 次 情 報 は 、 ツ リ ー 形 式 に よ っ て 表 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ い ず れ
か 一 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 手 段 は 、 前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る に 対 応 し た 態 様 で 前 記 フ レ ー ム
ペ ー ジ が 表 示 さ れ る よ う に 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃
至 ４ い ず れ か 一 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 手 段 は 、 前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る に 対 応 し た 言 語 で 前 記 フ レ ー ム
ペ ー ジ が 表 示 さ れ る よ う に 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記
載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る に 対 応 し た 言 語 を サ ポ ー ト し て い な い 場 合 は 、 当 該
情 報 提 供 装 置 の 操 作 パ ネ ル の 表 示 言 語 と し て 指 定 さ れ て い る 言 語 で 表 示 さ れ る よ う に 前 記
フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 手 段 は 、 前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る で 特 定 さ れ る ユ ー ザ モ ー ド に 対
応 し た 態 様 で 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ が 表 示 さ れ る よ う に 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 乃 至 ７ い ず れ か 一 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る に 基 づ い て 前 記 所 定 の フ レ ー ム に 表 示 さ せ る 情 報 が
決 定 さ れ る よ う に 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ の 書 式 情 報 が 定 義 さ れ た 書 式 情 報 フ ァ イ ル を 更 に
有 し 、
　 前 記 手 段 は 、 前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る を 前 記 書 式 情 報 フ ァ イ ル に 適
用 す る こ と に よ っ て 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 い
ず れ か 一 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
所 定 の 書 式 情 報 に 従 っ て 所 定 の 情 報 を 前 記 Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ に 変 換 す る デ ー タ 変 換 手 段 を 更 に
有 し 、
　 前 記 手 段 は 、 前 記 デ ー タ 変 換 手 段 を 用 い て 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ を 生 成 す る 複 数 の Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ 生 成 手 段 を 更 に 有 し 、
　 前 記 デ ー タ 変 換 手 段 は 、 前 記 複 数 の Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ 生 成 手 段 に よ り 共 通 に 用 い ら れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 書 式 情 報 フ ァ イ ル は 、 Ｘ Ｓ Ｌ 形 式 の フ ァ イ ル で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 乃 至

い ず れ か 一 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 手 段 は 、 前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る を Ｘ Ｍ Ｌ 形 式 の デ ー タ に 変 換 し
、 前 記 Ｘ Ｍ Ｌ 形 式 の デ ー タ を 前 記 書 式 情 報 フ ァ イ ル に 適 用 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 デ ー タ 変 換 手 段 は 、 前 記 Ｘ Ｍ Ｌ 形 式 の デ ー タ を 前 記 書 式 情 報 フ ァ イ ル に 適 用 し て Ｘ Ｓ
Ｌ Ｔ 変 換 を 実 行 す る こ と に よ り 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 の Ｕ Ｒ Ｌ は 、 パ ス 名 を 含 ま な い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 い ず れ 一 項 記
載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る を 電 子 メ ー ル に よ っ て 前 記 端 末 に 送 信 す る こ と を 特
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徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 い ず れ か 一 項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 情 報 提 供 装 置 は 、 画 像 処 理 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 い ず れ か 一
項 記 載 の 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 し て い る 情 報 提 供 装 置 に Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ の 送 信 を 要 求 す る Ｗ ｅ ｂ
ペ ー ジ 要 求 手 段 と 、
　 前 記 Ｗ ｅ ｂ ペ ー ジ 要 求 手 段 が 送 信 し た 要 求 に 対 し て 前 記 情 報 提 供 装 置 か ら 送 信 さ れ た 、
複 数 の フ レ ー ム に 分 割 さ れ 、 前 記 複 数 の フ レ ー ム の う ち の 所 定 の フ レ ー ム に 前 記 要 求 に お
い て 指 定 し た Ｕ Ｒ Ｌ に 含 ま れ る に 基 づ い て 特 定 さ れ る 情 報 が 表 示 さ れ る フ レ ー ム
ペ ー ジ を 表 示 さ せ る 情 報 表 示 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 表 示 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
所 定 の Ｕ Ｒ Ｌ を 指 定 し た 要 求 に 対 し て 前 記 情 報 提 供 装 置 か ら 送 信 さ れ た 、 前 記 フ レ ー ム ペ
ー ジ を ロ ー ド さ せ る 命 令 が 定 義 さ れ た ロ ー ド ペ ー ジ に 基 づ い て 、 前 記 フ レ ー ム ペ ー ジ を ロ
ー ド す る フ レ ー ム ペ ー ジ ロ ー ド 手 段 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 情 報
表 示 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 所 定 の Ｕ Ｒ Ｌ は 、 パ ス 名 を 含 ま な い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 情 報 表 示 装 置
。
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